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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

矢板市企業版ふるさと納税推進計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

栃木県矢板市 

 

３ 地域再生計画の区域 

栃木県矢板市の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

国勢調査による本市の人口の推移を見ると、本市の総人口は平成７年まで増加

していたが、その後は減少傾向に転じ、直近の住民基本台帳によると令和８年１

月１日現在 29,661人となっている。 

年齢３区分別にみると、生産年齢人口（15～64歳）は人口同様平成７年にピー

クを迎え、平成 22 年以降は減少幅が大きくなっている。老年人口（65 歳以上）

は昭和 55 年以降継続して増加している一方、年少人口（０～14 歳）は平成 2 年

以降減少しており、平成 12年に両者の数が逆転し、令和２年は老年人口が年少人

口の３倍以上となっている。 

出生数は減少傾向が続いており、平成 29 年までは年間 200 人台で推移してい

たが、平成 30年に初めて年間 200人を下回った。死亡数は平成 30年まではほぼ

年間 300人台で推移していたが、令和元年に年間 400人を超え、出生・死亡に伴

う自然動態は、死亡数が出生数を上回る「自然減」が続いている。 

転入数は平成 23年から年間 1,000人前後で推移している。一方、転出数は平成

23年から減少傾向であり、令和 2年以降は年間 900人台で推移している。転入・

転出に伴う社会動態は、平成 23年以降、転入数が転出数を下回る「社会減」とな

っている。また、令和２年からの５年間で約 430人の転出超過が発生しており、

特に若年層の就職を契機とした転出が集中している。 

令和５年に発表された国立社会保障・人口問題研究所の日本の地域別将来推計
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人口によると、本市の人口は今後減少傾向で推移していくことが見込まれ、令和

32 年には総人口が 19,273 人となることが予測されている。本市の老年人口は令

和７年以降減少傾向で推移していくことが見込まれ、生産年齢人口及び年少人口

は令和２年以降減少傾向が続いていくことが予測されている。 

これら人口減少と少子高齢化の進行により、農業、製造業、医療・介護、サー

ビス業などで人手不足に直面している。特に中小企業では後継者不足の深刻化が

懸念されており、地域経済の持続性に影響を及ぼしていると考えられる。 

こうした人口減少に歯止めをかけるため、本市では、目指すべき将来展望とし

て KGI(重要目標達成指標)を設定し取組を進めていく。設定する KGI は、社会増

減率、出生数、幸福度の３つである。これらの KGIを達成した場合、令和 17年頃

から人口減少のスピードは緩やかになり、その後は微減を継続する想定である。 

これらの課題解決にむけて、まちの将来像を示すとともに、本計画期間中、本

市が抱える課題の解決に向け特に注力する取組を「稼ぐ」「人財投資」「社会資

本投資」の３つの政策領域に整理し領域ビジョン（基本目標）を掲げ、将来像の

実現と KGI達成に向け取組を進めていく。 

【まちの将来像】 

「選ばれるまち」 として、若者や子育て世代をはじめとする多様な人々が、矢

板市で 働き、暮らし、将来にわたって住み続けたいと思えるような安心で魅力あ

る環境を整えること。 

「繋がるまち」 として、地域内外の人・企業・資源が交わり、相乗効果を生み

出し、地域の活力を高めていくこと。 

「新しい価値を創るまち」 として、地域の可能性を信じ、複雑化する社会課題

や困りごとの解決に資する新しい価値を創り、子どもから高齢者まで誰もが希望

を持って暮らせる持続可能で創造的なまちを築くこと。 

【領域ビジョン（基本目標）】 

１．稼ぐ領域の領域ビジョン 

 誰一人取り残さない心優しい行政サービス、子育て等の大胆な環境整備のた

めの歳入の最大化 

２．人財投資領域の領域ビジョン 

 地域に根ざした人財の循環的な育成と活躍の場の創出と年齢・性別・障がい
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の有無等に関わりなく安心して暮らせるインクルーシブな社会の実現 

３．社会資本投資領域の領域ビジョン 

 まちの持続的な成長を支える社会基盤の強化 （人が住み、企業が活動する理

由づくり） 

 

【数値目標】 

５－２の

①に掲げ

る事業 

ＫＰＩ 
現状値 

（計画開始時点） 

目標値 

（2035年度） 

達成に寄与

する地方版

総合戦略の

基本目標 

ア 

令和８年以降に立地した

企業からの固定資産税（累

積） 

－ 1,500,000千円 

基本目標１ 

ふるさと納税寄附額 276,312千円 1,000,000千円 

企業版ふるさと納税額 

（累計） 
6,100千円 150,000千円 

農地利用集積率 74.3％ 80.0％ 

観光客宿泊者数 26,427人泊 30,000泊 

伴走支援実施数（累計） － 40件 

創業・起業件数 － ５件 

事業承継件数（累計） － ５件 

矢板市と企業等による共

創事業（実証事業等）の

実施件数 

－ ４件 

ｍＧＡＰ（修正地域参画

総量指標） 

未測定 

（令和７年度測

定） 

令和７年度測定

値＋600pt 

イ 
この地域で子育てをした

いと思う親の割合 
88.1％ 95.0％ 基本目標２ 
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子育てしながら仕事をす

ることが難しそうと答え

た人の割合 

19.9％ 10.0％ 

婚姻した人の数 105人 105人 

子育てに不安や負担を感

じないと答えた人の割合 
35.2％ 45.0％ 

自分には良いところがあ

ると思う児童の割合（小学

校） 

71.8％ 84.0％ 

自分には良いところがあ

ると思う生徒の割合（中学

校） 

86.8％ 90.0％ 

地域や社会をよくするた

めに何かしてみたいと思

う児童の割合（小学生） 

76.1％ 80.0％ 

地域や社会をよくするた

めに何かしてみたいと思

う生徒の割合（中学生） 

83.9％ 88.0％ 

健康寿命の延伸 

（不健康期間の短縮状況） 

男性 79.55歳 

女性 83.13歳 

男性 80.05歳 

女性 83.73歳 

ボランティア団体数 53団体 57団体 

ボランティア団体登録人

数 
2,625人 2,725人 

ウ 

空き家率 20.8％ 20.8％ 

基本目標３ 

居住誘導区域の世帯数（人

口集中率） 

5,680世帯 

（47.3％） 

5,680世帯 

（53.8％） 

居住誘導区域の居住人数

（人口集中率） 

13,822人 

（44.4％） 

13,822人 

（53.7％） 

デジタル行政サービスの 40.5％ 60.0％ 
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利用状況 

再生可能エネルギー導入

件数 
1,971件 2,800件 

公共交通利用者数（１日

当たり） 
91.1人 110.0人 

第３次産業事業所数 977事業所 1,086事業所 

災害時協力協定締結自治

体数 
１市町村 ４市町村 

まちの魅力度（住みよい

理由で「魅力・活気があ

る」と答える方の割合） 

1.6％ 20.0％ 

公共施設の利用者数（子

育て、文化・社会教育・

スポーツ・産業系施設、

公園） 

2,234,338人 2,463,000人 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

５－１ 全体の概要 

５－２のとおり。 

 

５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

○ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行った法人に対する

特例（内閣府）：【Ａ２００７】 

① 事業の名称 

矢板市企業版ふるさと納税推進事業 

ア 稼ぐ領域（地域経済の自立と成長） 

イ 人財投資領域（人が育ち、活躍し、地域に根づくまちへ） 

ウ 社会資本投資領域（暮らしやすく持続可能な地域基盤の形成） 

② 事業の内容 

ア 稼ぐ領域（地域経済の自立と成長） 
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【領域ビジョン（基本目標）】 

誰一人取り残さない心優しい行政サービス、子育て等の大胆な環境整

備のための歳入の最大化 

【取組の方向性】 

雇用及び経済分野の改善を図り、市民一人ひとりがより満足な雇用と

所得を得られるよう、成長産業や本市の特性に合わせた企業の誘致を進

めるとともに、市内事業者の生産性向上を図り、市民・産業・行政が「稼

ぐ」地域づくりを推進することにより、行政サービス、子育て等の大胆

な環境整備を行うための歳入の最大化を目指す。 

あわせて、このビジョンを実現するために必要となる制度活用や先駆

的な取組に挑戦する。 

【具体的な事業】 

・企業立地・産業集積に向けた戦略策定 

・「稼ぐ」農業の実現 

・「滞在型観光」の促進 

・市内企業に対する伴走支援モデルの構築 等 

イ 人財投資領域（人が育ち、活躍し、地域に根づくまちへ） 

【領域ビジョン（基本目標）】 

 地域に根ざした人財の循環的な育成と活躍の場の創出と年齢・性別・

障がいの有無等に関わりなく安心して暮らせるインクルーシブな社会の

実現 

【取組の方向性】 

全ての世代が自分らしく活躍できるまちを目指し、切れ目ない子育て

支援、柔軟な働き方・暮らし方の推進、そして社会を生きる力を育てる

教育を推進する。人と人とのつながりを大切にし、心の豊かさを育むこ

とで、市民の幸福度向上を図る。特に、若い世代の幸福度向上を目指す

領域の横断的な取組として「子育てに、ヨユウを。プロジェクト」を立

ち上げ、働きやすい環境整備、子育て・教育に関する不安感・負担感の

軽減を図る。 

【具体的な事業】 
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・妊娠期から出産・子育てまでの切れ目のない子育て支援 

・働きやすい就労環境の整備 

・結婚を実現しやすい環境の整備 

・多様なニーズに合った質の高い子育て支援サービス 等 

ウ 社会資本投資領域（暮らしやすく持続可能な地域基盤の形成） 

【領域ビジョン（基本目標）】 

まちの持続的な成長を支える社会基盤の強化 （人が住み、企業が活動

する理由づくり） 

【取組の方向性】 

安心・快適な暮らしを支える都市・生活インフラを整備し、交通・住宅・

防災・デジタル化等の多様な観点から都市環境の質をさらに向上させる

ことにより、住民や事業者双方が成長し活躍できる持続可能で未来志向

の地域社会の構築を目指します。 

【具体的な事業】 

・不動産流動性の向上 

・移住定住の促進 

・地域社会全体のデジタル化 

・まちの環境性能向上 等 

※なお、詳細は矢板市総合戦略のとおり 

③事業の実施状況に関する客観的な指標（重要業績評価指標(ＫＰＩ)） 

４の【数値目標】に同じ。 

④寄附の金額の目安 

8,000,000千円（2026年度～2035年度累計） 

⑤事業の評価の方法（ＰＤＣＡサイクル） 

毎年度９月頃に外部有識者による効果検証を行い、翌年度以降の取り組み

方針を決定する。検証後すみやかに矢板市公式 WEBサイト上で公表する。 

⑥事業実施期間 

2026年４月１日から 2036年３月 31日まで 

 

６ 計画期間 
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2026年４月１日から 2036年３月 31日まで 


